
番号 該当項目 該当箇所 改正理由（指摘事項等） 現行 改正案

1

２．対象公共サービスの詳細
な内容及びその実施に当たり
確保されるべき対象公共サー
ビスの質に関する事項（法第
９条第２項第１号、第14条第２
項第１号）

P.1

(1) 対象公共サービスの詳細な内容

P.2

市場の規模や事業の特殊性・専
門性を踏まえて包括委託若しく
は分割を検討することとされてい
るが、包括化したことにより一者
応札となってしまう事業が少なか
らずあり、あらかじめ複数者が受
託可能かを検討することで、競
争性を確保したいため。

⑦ 市場の規模や事業の特殊性・専門性を踏まえて包括委託あ
るいは事業の分割を検討すること。

⑦ 市場の規模や事業の特殊性・専門性を踏まえて包括委託あ
るいは事業の分割を検討すること。包括化等を検討する際は、
包括あるいは分割後の当該事業について受託可能な事業者が
複数見込めるものとすること。

2

５．入札に参加する者の募集
に関する事項（法第９条第２
項第４号、第14条第２項第４
号）

P.5

(1) 入札手続（スケジュール）

P.5-6

入札参加希望者への配慮を追
記。

⑤ 事業の目標を明確に伝え、官民間の官民間でのコストやリ
スク分担の認識の相違等を防ぐ観点から、公平性・透明性に留
意しつつ、入札説明会を実施する等実施要項等入札に関する
説明や質疑応答を適切に行い、発注者の意図や評価のポイント
などが十分伝わるようにすること。
委託元である国の行政機関等の施設・設備等を民間事業者に

使用させる場合は現場説明会を開催すること。

⑤ 事業の目標を明確に伝え、官民間におけるコストやリスク分
担の認識の相違等を防ぐ観点から、公平性・透明性に留意しつ
つ、入札説明会を実施する等実施要項等入札に関する説明や
質疑応答を適切に行い、発注者の意図や評価のポイントなどが
十分伝わるようにすること。
委託元である国の行政機関等の施設・設備等を民間事業者に

使用させる場合は現場説明会を開催すること。
入札説明会や業務説明会等入札参加希望者の参加を求める

際は、申込みの締切りを開催日の直前とする等可能な限り配慮
するものとする。
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